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第 1 章 計画の策定にあたって 

   

１ はじめに 

（１）計画策定の背景 

我が国のこどもの貧困率は長期的な傾向としておおむね緩やかに上昇していましたが、平成24年に

は過去最高の16.3％となり、また、こどもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯の相対的貧困率も昭

和60年以降50％を下回ったことがなく、平成24年には54.6％となるなど、非常に高い水準となっていまし

た（図1-1、1-2）。国際的に比較しても、OECD（経済協力開発機構）加盟国34か国の中で厳しい状況に

あることが明らかとなりました。 

こうした状況を背景に、こどもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困

の状況にあるこどもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、こども

の貧困対策を総合的に推進することを目的として、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成25年

法律第64号）が平成26年１月に施行されました。また、同年８月には、こどもの貧困対策に関する基本的

な方針などを定めた「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。 

国民生活基礎調査に基づき発表された令和３年の全国のこどもの貧困率は11.5％となりましたが、依

然としておよそ８～９人に１人のこどもが平均的な生活水準の半分未満で暮らす相対的貧困の状態にあ

るとされています。 

これまで、国の関係省庁や地方自治体では、様々な法律に基づいてこどもに関する取組が進められ

てきました。 

令和４年６月、これらのこどもに関する取組を進めるにあたっての基本理念や基本となる事項を明らか

にすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための共通の基盤、包括的

な基本法として「こども基本法」（令和４年法律第77号）が制定され、令和５年４月から施行されました。併

せて、国におけるこども政策を推進する体制の強化を図るため、同月、こども家庭庁が設置されていま

す。 

また、施行された「こども基本法」に基づき、幅広いこども施策を総合的に推進するため、「子供の貧困

対策に関する大綱」をはじめ、「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」の既存の３つ

の大綱を一元化し、今後５年程度の基本的な方針や重要事項を一元的に定めた「こども大綱」（以下

「大綱」といいます。）が策定され、令和５年12月に閣議決定されました。 

大綱では、こどもの貧困対策については、基本的な方針である６つの柱のうちのひとつとして、「良好

な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図ること」と位置付けられ、すべてのこども・若者が身体的・精

神的・社会的に幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を

めざしています。 

また、令和６年には、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正され、「こどもの貧困を解消し、

貧困による困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる」ことが明記されるとともに、法

律の題名が、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改められました。改正の内容

としては、こどもが適切な養育・教育・医療を受けられないこと、多様な体験の機会を得られないこと、権

利利益を害され、社会から孤立することのないようにするなど、解消すべきこどもの貧困の内容が具体化
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